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令和３年第４回 

宮代町議会定例会議案書 

令和３年８月３１日 

議長の議事整理権により、議案第

47 号の「補正予算番号」「歳入歳

出予算の総額」等を整理した。 



４ 

議案番号 件        名 頁 

   

議案第３２号 専決処分の承認を求めることについて 

（令和３年度宮代町一般会計補正予算（専決第１号）） 

１ 

議案第３３号 令和２年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について ３ 

議案第３４号 令和２年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について 

４ 

議案第３５号 令和２年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

５ 

議案第３６号 令和２年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について 

６ 

議案第３７号 令和２年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて 

７ 

議案第３８号 令和２年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定

について 

８ 

議案第３９号 宮代町税条例の一部を改正する条例について 

 

９ 

議案第４０号 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例

について 

１２ 

議案第４１号 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正

する条例について 

１４ 

議案第４２号 宮代町手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条

例について 

１６ 

議案第４３号 宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例について 

１８ 

議案第４４号 指定管理者の指定について 

 

２０ 

議案第４５号 宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることにつ

いて 

２１ 

議案第４６号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て 

２２ 

議案第４７号 令和３年度宮代町一般会計補正予算（第３号）について 

 

２３ 

議案第４８号 令和３年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）に

ついて 

２４ 

議案第４９号 令和３年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第１号）につい

て 

２５ 

議案第５０号 令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

について 

２６ 

   



 

議案番号 件        名 頁 

   

議案第５１号 令和３年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）について 
 

２７ 

議案第５２号 令和３年度宮代町下水道事業会計補正予算（第１号）について 
 

２８ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 １  

 

議案第３２号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

令和３年度宮代町一般会計補正予算（専決第１号）について、別紙のとおり専決

処分したので、その承認を求める。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種期間延長に伴う経費を緊急に計上す

る必要が生じたことから、令和３年度宮代町一般会計予算に１億９，１３２万

９，０００円を追加し、総額を１０８億４，６２１万６，０００円とすること

について専決処分をしたので、地方自治法第１７９条第３項の規定により、こ

の案を提出するものである。 

 



 ２  

 

 

 

専 決 処 分 書 

 

次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第１７９条第１項の

規定により、専決処分する。 

 

   令和３年度宮代町一般会計補正予算（専決第１号）（別冊） 

 

  令和３年７月２６日 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 



 ３  

 

議案第３３号 

 

   令和２年度宮代町一般会計歳入歳出決算の認定について 

 

令和２年度宮代町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて認定に付

する。 

 

  令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

      提 案 理 由 

 令和２年度宮代町一般会計歳入歳出決算を歳入合計１５１億７，６５９万５，６２４

円、歳出合計１４５億６，６１６万４，９１２円とすることについて、地方自治法第２

３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 



 ４  

 

議案第３４号 

 

令和２年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

令和２年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の

意見を付けて認定に付する。  

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

令和２年度宮代町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計３６億２，３４３万

１，６６４円、歳出合計３５億８６万４，１８４円とすることについて、地方自治法第

２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 



 ５  

 

議案第３５号 

 

令和２年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

令和２度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて認

定に付する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 令和２年度宮代町介護保険特別会計歳入歳出決算を歳入合計３１億７，１２９万

３,９８０円、歳出合計２９億１,５２７万７,７３３円とすることについて、地方自

治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。



 ６  

 

議案第３６号 

 

令和２年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

令和２年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を

付けて認定に付する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

令和２年度宮代町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を歳入合計５億 

３，０７６万９，０８０円、歳出合計５億２，６６０万７，８３２円とすることに

ついて、地方自治法第２３３条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ７  

 

議案第３７号 

 

   令和２年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

 令和２年度宮代町水道事業会計利益の処分及び決算を別紙監査委員の意見を付け

て認定に付する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

令和２年度宮代町水道事業会計利益の処分として、未処分利益剰余金２億６，９３９万

４，９１０円のうち、１億８，４７６万４，０００円を資本金に、８，４６３万９１０円

を建設改良積立金に積み立てるとともに、令和２年度宮代町水道事業会計決算を収益的

収入７億６，８４１万５８２円（税抜き）、収益的支出６億８，３７７万９，６７２円

（税抜き）、資本的収入２億３，９９７万６，０００円（税込み）、資本的支出５億

５，８５６万６，２１０円（税込み）とすることについて、地方公営企業法第３２条

第２項及び第３０条第４項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ８  

 

議案第３８号 

 

   令和２年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

 

 令和２年度宮代町下水道事業会計利益の処分及び決算を別紙監査委員の意見を付

けて認定に付する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

令和２年度宮代町下水道事業会計利益の処分として、未処分利益剰余金５，５０６万

２，９８３円を減債積立金に積み立てるとともに、令和２年度宮代町下水道事業会計

決算を収益的収入１１億４，５２７万５，７３６円（税抜き）、収益的支出１０億

９，０２１万２，７５３円（税抜き）、資本的収入５億７，４３５万４，２００円

（税込み）、資本的支出５億７，８２６万６，８６６円（税込み）とすることについ

て、地方公営企業法第３２条第２項及び第３０条第４項の規定により、この案を提出

するものである。 

 



 ９  

 

議案第３９号 

 

   宮代町税条例の一部を改正する条例について 

 

宮代町税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

地方税法等の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、宮代町税条例の一部

を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出

するものである。 



 １０  

 

宮代町税条例の一部を改正する条例 

宮代町税条例（昭和３１年宮代町条例第４号）の一部を次のように改正する。 

第２４条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対象

扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

第３６条の３の３第１項中「控除対象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者

に限る」に改める。 

附則第５条第１項中「及び扶養親族」の次に「（年齢１６歳未満の者及び控除対

象扶養親族に限る。以下この項において同じ。）」を加える。 

附則第６条中「令和４年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第１０条の２第２５項中「同意導入促進基本計画」の次に「（中小企業等経

営強化法（平成１１年法律第１８号）第５０条第２項に規定する同意導入促進基本

計画をいう。）」を加え、「同条」を「法附則第６４条」に、「家屋及び構築物」

を「特例対象資産」に改め、同項を同条第２６項とし、同条第２４項を同条第２５

項とし、同条第２３項の次に次の１項を加える。 

２４ 法附則第１５条第４６項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の１と

する。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

（１）附則第６条の改正規定 令和４年１月１日 

（２）第２４条第２項及び第３６条の３の３第１項の改正規定並びに附則第５条第

１項の改正規定並びに次条の規定 令和６年１月１日 

（町民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の宮代町税条例（以下「新条例」という。）の規定

中個人の町民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の町民税につい

て適用し、令和５年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）の施行の日か

ら令和３年３月３１日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）

内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第７号。次項において「改

正法」という。）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２

６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者

等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）

をした同条に規定する家屋及び構築物（中小事業者等が、同条に規定するリース

取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約により家屋及び

構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規

定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により



 １１  

 

引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。）に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１０条の２第２６項の規定は、令和３年４月１日以後に改正法第

１条の規定による改正後の地方税法附則第６４条に規定する中小事業者等（以下

この項において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。

以下この項において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この項に

おいて「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条に規定するリース取

引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約により特例対象資

産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装

置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向

上特別措置法（平成３０年法律第２５号）の施行の日以後、家屋及び構築物にあ

っては地方税法等の一部を改正する法律の施行の日以後に取得をした同条に規定

する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和３年４月１日以後にリース取引

により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）に対して課する

附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日（当該施

行の日が１月１日である場合には、同日）を賦課期日とする年度以後の年度分の

固定資産税について適用する。この場合において、令和３年４月１日から同号に

掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例対象資産に対する新条例

附則第１０条の２第２６項の規定の適用については、同項中「中小企業等経営強

化法（平成１１年法律第１８号）第５０条第２項」とあるのは、「生産性向上特

別措置法（平成３０年法律第２５号）第３８条第２項」とする。 

 

 

 



 １２  

 

議案第４０号 

 

宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出

する。 

 

 令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴い、宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正したいの

で、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 



 １３  

 

宮代町こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 宮代町こども医療費支給に関する条例（昭和４８年宮代町条例第１４号）の一部

を次のように改正する。 

 第６条第３項中「、医療を受けようとする場合は、保険医療機関等に、被保険者

証、組合員証又は加入者証及び」を「医療を受けようとする場合は、当該保険医療

機関等において国民健康保険法又は社会保険各法の規定による電子資格確認等によ

り国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることの確

認を受け、」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



 １４  

 

議案第４１号 

 

宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例について 

 

宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例を別紙のと

おり提出する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之    

 

 

提 案 理 由 

 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正す

る法律の施行に伴い、宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正

したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するも

のである。 

 

 



 １５  

 

宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 宮代町重度心身障害者医療費支給に関する条例（昭和５０年宮代町条例第１０号）

の一部を次のように改正する。 

 第７条中「被保険者証、組合員証又は加入者証の提出とともに」を「当該医療機

関等において医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者等又は被扶

養者であることの確認を受け」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



 １６  

 

議案第４２号 

 

宮代町手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

 

宮代町手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提

出する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 令和３年第３回（６月）宮代町議会定例会において可決いただいた宮代町手数料

条例の一部を改正する条例について、改正内容に不足があったことから、同条例の

一部を改正したいので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、この案を

提出するものである。 

 

 



 １７  

 

宮代町手数料条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

宮代町手数料条例の一部を改正する条例（令和３年宮代町条例第１４号）の一部

を次のように改正する。 

第２条の改正規定の次に次のように加える。 

第６条第１項第２号及び第３号中ただし書を削り、同項第４号中「第２１号か

ら第２４号」を「第２０号から第２３号」に改める。 

別表第１中「第４２号」を「第４１号」に改める。 

別表第２中「第４３号」を「第４２号」に改める。 

別表第３中「第４４号ア」を「第４３号ア」に改める。 

別表第４中「第４４号イ」を「第４３号イ」に改める。 

別表第５中「第４４号ウ」を「第４３号ウ」に、「第４４号ア及びイ」を「第

４３号ア及びイ」に改める。 

別表第６中「第４５号」を「第４４号」に改め、手数料の金額（１件につき）

の欄中「第４４号」を「第４３号」に改める。 

別表第７中「第４６号」を「第４５号」に改める。 

別表第８中「第４７号」を「第４６号」に改める。 

別表第９中「第５２号」を「第５１号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



 １８  

 

議案第４３号 

 

宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正 

する条例について 

 

 宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり提出する。 

 

 令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、宮代町家庭的

保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正したいので、地方自治

法第９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 １９  

 

   宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正 

する条例 

宮代町家庭的保育事業等の設備及び運営の基準に関する条例（平成２６年宮代町

条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第５章 事業所内保育事業 

第１節 通則（第４２条） 

第２節 保育所型事業所内保育事業（第４３条―第４６条） 

第３節 小規模型事業所内保育事業（第４７条・第４８条）｣を 

「第５章 事業所内保育事業 

第１節 通則（第４２条） 

第２節 保育所型事業所内保育事業（第４３条―第４６条） 

第３節 小規模型事業所内保育事業（第４７条・第４８条） 

第６章 雑則（第４９条）                 ｣に改める｡ 

 本則に次の１章を加える。 

  第６章 雑則 

（電磁的記録） 

第４９条 家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類する

もののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）により行うことができる。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 



 ２０  

 

議案第４４号 

 

指定管理者の指定について 

 

次のとおり指定管理者を指定することについて議決を求める。 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地 

名 称 施 設 の 所 在 地 

公設宮代福祉医療センター 宮代町大字須賀１７７番地 

 

２ 指定管理者に指定する団体の名称及び所在地 

 団体の名称  公益社団法人地域医療振興協会 

 団体の所在地  東京都千代田区平河町２丁目６番３号 

 

３ 指定の期間 

 令和４年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

 

  令和３年８月２６日提出  

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 公設宮代福祉医療センターの指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により、この案を提出するものである。 

 



 ２１  

 

議案第４５号 

 

宮代町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

次の者を宮代町教育委員会の委員に任命することについて同意を求める。 

１ 住  所                    

２ 氏  名  深 井 美 智 子 

３ 生年月日              

 

令和３年８月２６提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 現教育委員会の委員の深井美智子氏を引き続き教育委員会の委員に任命したいの

で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、この案

を提出するものである。 



 ２２  

 

議案第４６号 

 

人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員の候補者として推薦することについて意見を求める。 

１ 住  所                    

２ 氏  名  稲 山 貞 幸 

３ 生年月日             

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 現人権擁護委員である稲山貞幸氏を引き続き人権擁護委員に推薦したいので、人

権擁護委員法第６条第３項の規定により、この案を提出するものである。 

 

 



 ２３ 

 

４ 

４ 

議案第４７号 

 

令和３年度宮代町一般会計補正予算（第３号）について 

 

令和３年度宮代町一般会計補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

前年度繰越金の確定、職員の人事異動及び共済組合負担金率の確定等に係る人件費

補正並びに前年度決算額の確定に伴う決算剰余金の積立等に伴い、令和３年度宮代町

一般会計予算に３億６，３２２万４，０００円を追加し、総額を１１２億９４４万円 

                      １１２億１，５２３万２，０００円 

とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、この案を提出する

ものである。 



 ２４  

 

議案第４８号 

 

令和３年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和３年度宮代町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出

する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

人件費補正、国民健康保険事業費納付金確定のほか、前年度決算剰余金の精算に

伴い、令和３年度宮代町国民健康保険特別会計予算に１億４７０万４,０００円を追

加し、総額を３６億３，４４０万１，０００円とすることについて、地方自治法第

２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ２５  

 

議案第４９号 

 

令和３年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和３年度宮代町介護保険特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

人件費補正、前年度繰越金の確定及び国県負担金の精算等に伴い、令和３年度

宮代町介護保険特別会計予算に２億４，５３３万１，０００円を追加し、総額を

３３億３,５９２万８，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第

１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ２６  

 

議案第５０号 

 

令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

 

令和３年度宮代町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提

出する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 人件費補正のほか、前年度決算剰余金の精算等に伴い、令和３年度宮代町後期高

齢者医療特別会計予算に９５７万２，０００円を追加し、総額を５億５，５１４万

１，０００円とすることについて、地方自治法第２１８条第１項の規定により、こ

の案を提出するものである。



 ２７  

 

議案第５１号 

 

   令和３年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

 令和３年度宮代町水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 職員の人事異動等による補正及び漏水調査にかかる委託料の増に伴い、令和３

年度宮代町水道事業会計予算の第３条予算については、収益的支出を１，３５３

万３，０００円追加するとともに、固定資産購入費の増に伴い、第４条予算につ

いては、資本的支出を３０万９，０００円追加することについて、地方自治法第

２１８条第１項の規定により、この案を提出するものである。 



 ２８  

 

議案第５２号 

 

   令和３年度宮代町下水道事業会計補正予算（第１号）について 

 

 令和３年度宮代町下水道事業会計補正予算（第１号）を別冊のとおり提出する。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

宮代町長 新 井 康 之 

 

 

提 案 理 由 

 職員の人事異動等による補正に伴い、令和３年度宮代町下水道事業会計予算の第

３条予算については、収益的収入を２万８，０００円追加し、収益的支出を１４５

万４，０００円減額するとともに、令和２年度決算の確定及び建設改良費の追加に

伴い、第４条予算については、資本的収入を４，２０４万９，０００円減額し、資

本的支出を１，４５０万円追加することについて、地方自治法第２１８条第１項の

規定により、この案を提出するものである。 


